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「鳥取県人権条例」より 
第 17 条「何人も、本人が人権侵害の被害
を受け、又は受けるおそれがあるときは…

申し立てすることができる。何人も、本人

以外の者が人権侵害の被害を受け、又は受

けるおそれがあることを知ったときは…

通報することができる。」 
第 28 条「…調査を拒み、妨げ、忌避した
者は、５万円以下の過料に処する。」 

■ 

条
例
で
は
、
扱
う
人
権
問
題
の
範
囲
が
広 

く
、
友
人
と
の
会
話
も
対
象
と
な
り
ま
す
。 

し
か
し
、
何
を
人
権
侵
害
と
す
る
の
か
が
「
あ

い
ま
い
」
で
、
会
話
を
聞
い
て
い
た
第
三
者
が
、

「
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
判
断
し
て

通
報
す
れ
ば
、
誰
で
も
「
人
権
侵
害
者
」
と
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

■ 

「
罰
則
」
が
あ
り
、
強
い
強
制
力
が
あ
り

ま
す
。
ひ
と
た
び
「
侵
害
者
」
と
さ
れ
、
勧
告

を
拒
否
す
れ
ば
「
氏
名
の
公
表
」
、
調
査
を
拒
否

す
れ
ば
「
５
万
円
以
下
の
罰
金
」
と
な
り
ま
す
。

 

こ
れ
で
は
、
自
分
が
納
得
い
か
な
く
て
も
、

な
か
な
か
拒
否
で
き
ま
せ
ん
。 

昨
年
の
９
月
県
議
会
で
、全
国
で
初
め
て
制
定
し
た「
鳥
取
県
人
権
救
済
条
例
」。 

県
弁
護
士
会
を
は
じ
め
内
外
か
ら
き
び
し
い
批
判
の
声
が
よ
せ
ら
れ
て
い
る
な
か
、

県
は
当
初
予
定
し
て
い
た
６
月
施
行
を
停
止
す
る
条
例
案
を
議
会
側
に
提
示
し
ま
し

た
。何
が
問
題
な
の
か
、
ご
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

片
山
知
事
は
、
条
例
の
根
拠
が
な
い
の
で
、い
っ
た
ん
停
止
し
て
、じ
っ
く
り

人
権
侵
害
の
実
態
調
査
を
す
る
と
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、
条
例
を
提
出
し

た
県
議
会
議
員
の
多
く
は
、
あ
く
ま
で「
実
施
」や「
部
分
修
正
し
て
早
く
実

施
を
」と
主
張
し
て
い
る
た
め
、ま
だ
結
論
が
出
て
い
ま
せ
ん
。 

 

２
月
県
議
会(

２
月
２４
日
開
会)

に
条
例
の
行
方
が
た
く
さ
れ
ま
す
。 

■ 
条
例
の
運
営
に
あ
た
る
の
は
、
知
事
が

任
命
し
た
「
人
権
救
済
委
員
」
で
、
独
立
し

た
組
織
で
は
な
く
、
行
政
機
関
そ
の
も
の
で

す
。 

 

憲
法
で
保
障
さ
れ
た
国
民
の
「
表
現
の
自

由
」
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
政
機
関

が
、
国
民
の
言
論
の
自
由
を
規
制
す
る
の
は
、

憲
法
違
反
で
す
。

 ■ 

片
山
知
事
は
、
「
県
と
し
て
県
内
の
人

権
侵
害
の
実
態
を
つ
か
ん
で
い
な
い
」
と
発

言
し
て
い
ま
す
。 

 

条
例
を
提
案
し
た
県
議
会
議
員
も
、
な
ぜ

こ
の
条
例
な
の
か
十
分
説
明
が
で
き
ま
せ

ん
。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



法律問題の道案内役 
司法支援センターが今年秋にはスタート 
 今年の秋には、誰でも困ったときに、トラブル解決に役
立つ法制度や情報の提供が得られる「司法支援センタ

ー」がスタートします。専門職員が相談を受け、その相談内

容に応じて最も適切な機関・団体等の紹介や、客観的な

法制度の情報提供を行います。料金も無料です。 

 
 
         
 
 

この条例の問題点は何か、条例は必要なのか。 
自由にものが言えなくなる 
鳥取県人権条例とは
講師■ 安田寿朗 弁護士 
とき■ ２月 17日(金) 午後６時半～９時
ところ■ 米子市 ふれあいの里 4Ｆ 
主催■ 鳥取県西部革新懇 

■ 国連人権規約委員会は、日本政府に対して、「警察や入管

職員による虐待を調査し、調査のため活動できる法務省から独

立した機関を遅滞なく設置すること」を勧告しています。国内

でもっとも救済が必要でかつ救済が困難なのは「公権力」によ

る人権侵害だからです。 
 「鳥取県人権条例」は、知事直属の委員によって運営され、

行政機関は調査を拒否できるので、事実上「公権力」を規制す

ることはできません。今必要なのは、「公権力」の人権侵害か

ら国民をしっかりと救済するシステムです。 

 

ど
ん
な
こ
と
が
人
権
侵
害
に
あ
た
る
の
で
し
ょ
う
。 

県
民
同
士
の
あ
い
だ
の
ト
ラ
ブ
ル
で
、
人
権
を「
侵
害
」さ
れ
た
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た

場
合
、そ
の
す
べ
て
を「
人
権
侵
害
」と
し
て
条
例
や
法
律
で
規
制
す
る
こ
と
が
、
解
決
の

手
段
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
、「
人
権
侵
害
」の
６
割
は
、
行
政
に
よ
る
事
例
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
被
害

者
を
救
済
し
、
行
政
に
よ
る
人
権
侵
害
を
な
く
す
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。 

日本共産党鳥取県委員会は、各種団体とともに、県議会に対して「鳥取県人権条例」の改廃を求める署名活動を行っています。

ご協力ください。署名はホームページ http//www.jcptori.jp/ からもとれます。 

■ 条例では、虐待、セクハラ、名誉毀損な

ども人権救済の対象にしています。しかし、

虐待やセクハラは、すでに法律が制定され

ており、救済のためのシステムの充実をは

かるなど、条例を制定する必要はありませ

ん。「名誉毀損」は刑法で規定されています。

 現行法では「即効性がないのでは」とい

う意見もありますが、「鳥取県人権救済条

例」では、たったの５人の委員が県内のあ

らゆる人権侵害の窓口になるため、件数も

多く、専門外のことも扱うので、かえって

時間がかかると思われます。 

■ 私人間のトラブルは、双方に言い分があ

り、感じ方やとらえ方も全く食い違うこと

があります。だからこそお互いに話し合い、

理解を深めることが大切です。 
 県内の弁護士に寄せられる人権相談で

も、法的レベルに達するものはほとんどな

く、人の性格や、人間関係のトラブルによ

るものが多く、カウンセリングや、話し合

いによる解決がはかられています。 
 それでも解決しない場合は、裁判をする

というのがルールです。 


